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各保育関係施設について 

 

○認可保育所 

  保護者が就労等の事由により保育できない児童が入所する児童福祉施設であり、国の定めた基準

を満たした保育施設である。 

 利用者は保育の必要性の認定を市町村から受け、市町村が利用調整を行って入所を決定している。 

利用者負担額（保育料）の徴収は市町村が行う。利用者負担額は世帯の税額等により異なる。(応

能負担) 

  認可保育所はさらに、設置主体、運営主体により公設か民設か、公営か民営かに分かれる。 

 現在国立市内に１３施設ある。（公設公営４、民設民営９） 

  公設公営保育所は、市が直接運営するため、市の施策を反映しやすい。一方、国・都の負担金等

がないなど、民設保育所に比べ、経費面で市の負担が大きい。 

  民設民営保育所は、民間事業者（国立市内は社会福祉法人、学校法人）が設置・運営するため、

事業者ごとの特性を生かした保育を行う。主に入所児童数に応じた施設型給付費（運営費）＝公定

価格（国の定めた保育に係る費用）が行政から支払われ、その中で運営することとなる。国・都の

負担金等があり、公設保育所に比べ、経費面で市の負担は小さい。 

  公設民営保育所は、保育所の設置は市が行い、運営を民間事業者が行う。民間事業者が運営する

ため、事業者ごとの特性を生かした保育を行う。主に入所児童数に応じた施設型給付費が行政から

支払われ、その中で運営することとなる一方、国・都の負担金等がないので、経費面では、公設公

営保育所よりは市の負担が小さく、民設民営保育所よりは負担が大きい。 

 

○認証保育所 

  東京都の定めた基準を満たした保育施設である。 

  保育士設置基準など認可保育所よりも基準を緩和する一方、13 時間保育、駅から近い、休日保

育など東京都の特性に着目した独自の基準を設定している。 

  施設と利用者の直接利用契約、保育料は利用契約時間等により異なる。(応益負担) 

  現在国立市内に２施設ある。 

  民間事業者（国立市内は医療生活協同組合、特定非営利活動法人）が設置・運営するため、事業

者ごとの特性を生かした保育を行う。主に入所児童数に応じた運営費が行政から支払われ、その中

で運営することとなる。認可保育所に比べ、経費面で市の負担は小さい。 

  認可保育所に比べ、短期間、低コストで設置できることもあり、主に待機児童解消策のひとつと

して活用されることが多い。 

  一方で、国からの負担金がないため、運営費が十分ではなく、利用者の保育料により補てんして

いる形となるため、認可保育所に比べ高額になる傾向がある。 

 

○家庭的保育事業 

  保育士その他の資格を有する家庭的保育者の自宅で児童を保育する事業である。 

  平成２６年度までは家庭福祉員という形で行われていたが、平成２７年度よりスタートした子ど

も・子育て支援新制度において、地域型保育事業として位置付けられ、国立市家庭的保育事業等の

設備及び運営の基準に関する条例で定められた基準に基づき市の認可を受けて事業を行っている。 

現在国立市内に３名いる。 
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認可保育所の申し込みと同様に、保育の必要性の認定を受け利用することができる。 

家庭的保育事業にかかる利用者負担額は、認可保育所などと同様に、各家庭の収入に基づいて決

定される。  

 事業費は地域型給付費（運営費）＝公定価格（国が定めた家庭的保育にかかる費用）が行政から

支払われる。国・都の負担金がある。 

 

○認可外保育施設 

  上記以外の保育施設 

  一定期間、恒常的に児童を預かる事業を行っている場合は、原則として都道府県に届出を行う義

務がある。（都道府県に一定の指導基準がある。） 

  現在国立市内に２施設ある。 

 

○認定こども園 

  就学前の児童に対して、教育・保育を一体的に提供する施設。構成する施設により、幼保連携型、

幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４類型に分かれる。 

 国立市内では、平成２８年度から１施設となる。 

 

○幼稚園 

義務教育就学前児童のための施設（学校）である。 

国の定めた基準を満たした教育施設である。 

施設と保護者の直接契約である。 

保護者の就労等の要件は問われない。 

現在国立市内に９施設ある。 

幼稚園においても施設によっては預かり保育事業がある。 

   

○その他の保育サービス 

・一時保育 

  保護者の事由により、児童を半日・一日単位で保育する事業である。 

  現在国立市内では認可保育所２施設が行っている。 

 

・特定保育 

  保護者の事由により、児童を一定の日数保育する事業である。 

  現在国立市内では実施されていない。 

 

・病児･病後児保育 

  保護者の事由により病気の児童を保育できない場合に、一日単位で保育する事業である。 

  現在国立市内に１施設（診療所併設）ある。 

 

・幼稚園類似施設 

  市が認めた幼稚園に即した保育施設。 

  現在国立市内に１施設ある。 


